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第４回東北地方太平洋沖地震を踏まえた河口堰・水門等技術検討委員会第４回東北地方太平洋沖地震を踏まえた河口堰 水門等技術検討委員会

操作について（河口堰）操作について（河口堰）



東日本大震災による津波到達時の河口堰操作体制実績（東北）

操作体制 操作員による本来の操作場所 操作員が本来の操作場所に到着できたか

［動機・理由］

①②

③

1
20%

①直営（国土交通省

職員による操作）

②直接委嘱（国土交

通省から操作員へ

の直接委嘱）

③

2
40% ①機側操作

②遠方操作

①

2
40%

②

①到着できた

②到着できなかった

［動機・理由］

操作する必要がない

注）

①

3
60%

1
20%

の直接委嘱）

③市町村への委託
②

3
60%

③遠隔操作 ②

3
60%

②到着できなかった

注）機側操作：河口堰ゲート設備のある場所における操作
遠方操作：河口堰近傍の管理所における操作
遠隔操作：河口堰から離れた場所における操作

１ 調査：国土交通省



津波の到達が想定される河口堰の操作実績（全国）

各施設の津波による操作実績の有無

操作実績
あり 4施設

操作を行わなかった理由

なし 20施設

操作を行った理由実績有り

4施設
17%

馬淵大堰
（5回）

１ ２ ４３

10施設
（津波回
数21回）

10施設

１ ２ ３

旧吉野川河口堰
（3回）

今切川河口堰

実績無し

20施設
83%

17%

数21回）
今切 堰

（3回）
六角川河口堰

（2回）

操作を行った理由 操作を行わなかった理由操作を行った各回の操作内容

①

1施設, 
25%

①操作規則の津
波に関する規定に
従い操作した

全閉（遠

地津波）, 

②

3施設, 
75%

① ,
10施設
50%

④

10施設
50%

④過去に津波を
経験していないた
め実績なし

①津波を迎える
妥当な状態であっ
たため操作を行う

②操作規則の特
例操作に関する規
定に従い操作した

全閉（近

地津波）, 
7回, 54%

地津波）, 
6回, 46%

２ 調査：国土交通省

たため操作を行う
必要がなかった



河口堰における操作規則の例

①操作規則の津波に関する規定の例
馬淵大堰操作規則

②操作規則の特例操作に関する規定の例
北上大堰操作規則馬淵大堰操作規則 北上大堰操作規則

施設の設置目的：河床安定、多目的取水、塩水遡上防
止 旧北上川への分派量確保止、旧北上川への分派量確保

河口からの距離：１７．２ｋｍ

施設の設置目的：河道維持・塩害防除・各種取水の安定

３ 調査：国土交通省

施設の設置目的：河道維持・塩害防除・各種取水の安定
河口からの距離：２．６ｋｍ



河口堰のゲート操作に必要な時間（通常時）

常用 予備

電源
施設 操作 時間区分

平均 28 26
最小～最大 0～220 0～220

平均 45 44
最小～最大 4～215 4～215

平均 74 71

開→閉

操作前に必要な時間

実操作時間

合計時間
最小～最大 13～275 13～275

平均 39 38
最小～最大 0～190 0～190

平均 55 55
最小～最大 10～215 10～215

閉→開

堰
合計時間

操作前に必要な時間

実操作時間
最小 最大 10 215 10 215

平均 94 92
最小～最大 18～270 18～270

合計時間

（単位：分）

４ 調査：国土交通省


